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一

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金
融
庁
告
示
第
百
三
十
号
）

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章
の
二

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章
の
二

（
略
）

第
六
章

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク

第
六
章

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク

第
一
節
～
第
六
節

（
略
）

第
一
節
～
第
六
節

（
略
）

第
七
節

特
定
項
目
の
う
ち
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
特
例

（
新
設
）

（
第
二
百
八
十
条
の
十
四
）

第
七
章

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
（
第
二
百
八
十
一
条
―
第
二
百
九
十

第
七
章

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
（
第
二
百
八
十
一
条
―
第
二
百
九
十

八
条
）

八
条
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

九

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

金
融
機
関
の
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
に
算
入
さ
れ
る
資
本
調
達
手
段
（

ロ

金
融
機
関
の
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
又
は
基
本
的
項
目
に
算
入
さ
れ
る

自
己
資
本
に
算
入
さ
れ
る
株
式
そ
の
他
の
金
融
商
品
を
総
称
し
て
い
う
。

資
本
調
達
手
段
（
自
己
資
本
に
算
入
さ
れ
る
株
式
そ
の
他
の
金
融
商
品
を

以
下
同
じ
。
）
と
同
様
の
仕
組
み
の
金
融
商
品

総
称
し
て
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
様
の
仕
組
み
の
金
融
商
品
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ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

十
～
八
十
五

（
略
）

十
～
八
十
五

（
略
）

（
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
）

（
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

第
二
条
第
一
号
の
算
式
に
お
い
て
、
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る

２

第
二
条
第
一
号
の
算
式
に
お
い
て
、
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る

調
整
項
目
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

調
整
項
目
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

一

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
～
へ

（
略
）

イ
～
へ

（
略
）

ト

退
職
給
付
に
係
る
資
産
の
額

ト

前
払
年
金
費
用
の
額

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
調
整
後
少
数
株
主
持
分
等
の
額
及
び
調
整
項
目
の
額
の
算
出
方
法
）

（
調
整
後
少
数
株
主
持
分
等
の
額
及
び
調
整
項
目
の
額
の
算
出
方
法
）

第
八
条

第
五
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
前
条
第
一
項
第

第
八
条

第
五
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
前
条
第
一
項
第

五
号
に
掲
げ
る
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

五
号
に
掲
げ
る
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

一

第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る

一

第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る

調
整
後
少
数
株
主
持
分
の
額
は
、
特
定
連
結
子
法
人
等
（
連
結
子
法
人
等
（

調
整
後
少
数
株
主
持
分
の
額
は
、
特
定
連
結
子
法
人
等
（
連
結
子
法
人
等
（

特
別
目
的
会
社
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
金
融

特
別
目
的
会
社
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
金
融

機
関
又
は
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
若

機
関
又
は
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
若

し
く
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
（
法
第
四
十
六
条
の
六
に
定
め
る
自
己
資
本
規

し
く
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

制
比
率
を
含
む
。
第
三
十
一
条
及
び
第
百
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
の
少
数
株
主
持
分
相
当
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に

い
て
同
じ
。
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

係
る
基
礎
項
目
の
額
（
特
定
連
結
子
法
人
等
の
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
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。
）
の
少
数
株
主
持
分
相
当
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項

１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
（
第
二
条
第
一
号
の
算
式
の
分
子
の
額
の
算

目
の
額
（
特
定
連
結
子
法
人
等
の
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係

出
方
法
に
お
け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
又

る
基
礎
項
目
の
額
（
第
二
条
第
一
号
の
算
式
の
分
子
の
額
の
算
出
方
法
に
お

は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
又
は
こ
れ
に
相

当
該
特
定
連
結
子
法
人
等
の
最
終
指
定
親
会
社
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
純
資

当
す
る
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
特
定
連

産
の
部
に
新
株
予
約
権
又
は
少
数
株
主
持
分
と
し
て
計
上
さ
れ
る
部
分
の
額

結
子
法
人
等
の
最
終
指
定
親
会
社
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
に
新

（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以

株
予
約
権
又
は
少
数
株
主
持
分
と
し
て
計
上
さ
れ
る
部
分
の
額
（
当
該
額
が

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い

零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

額
に
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
第
三
者
持
分
割
合
（
特
定
連
結

お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
普
通
株

子
法
人
等
の
少
数
株
主
持
分
相
当
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
第
三
者
持
分
割
合
（
特
定
連
結
子
法
人
等
の

礎
項
目
の
額
を
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額

少
数
株
主
持
分
相
当
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額

で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
以
下
の
額
と
す
る
。

を
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
で
除
し
て
得

た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
以
下
の
額
と
す
る
。

イ

当
該
特
定
連
結
子
法
人
等
の
第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
に
相
当

イ

当
該
特
定
連
結
子
法
人
等
の
第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
（
当
該

す
る
額
に
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額

特
定
連
結
子
法
人
等
が
最
終
指
定
親
会
社
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
七
パ
ー
セ
ン
ト
を

乗
じ
て
得
た
額

ロ

第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
の
う
ち
当
該
特
定
連
結
子
法
人
等
に

ロ

第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
の
う
ち
当
該
特
定
連
結
子
法
人
等
に

関
連
す
る
も
の
の
額
（
当
該
特
定
連
結
子
法
人
等
の
同
条
各
号
の
算
式
の

関
連
す
る
も
の
の
額
（
当
該
特
定
連
結
子
法
人
等
の
同
条
各
号
の
算
式
の

分
母
の
額
に
相
当
す
る
額
に
関
連
す
る
も
の
の
額
を
い
う
。
）
に
七
パ
ー

分
母
の
額
に
関
連
す
る
も
の
の
額
を
い
う
。
）
に
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額

て
得
た
額

二

第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整

二

第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整

後
少
数
株
主
持
分
等
の
額
は
、
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主
持
分
等
相
当
Ｔ

後
少
数
株
主
持
分
等
の
額
は
、
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主
持
分
等
相
当
Ｔ
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ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
（
連
結
子
法
人
等
の
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
（
連
結
子
法
人
等
の
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
（
第
二
条
第
一
号
の
算
式
の
分
子
の
額
の
算

１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
（
第
二
条
第
一
号
の
算
式
の
分
子
の
額
の
算

出
方
法
に
お
け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
及

出
方
法
に
お
け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
及

び
同
条
第
二
号
の
算
式
の
分
子
の
額
の
算
出
方
法
に
お
け
る
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ

び
同
条
第
二
号
の
算
式
の
分
子
の
額
の
算
出
方
法
に
お
け
る
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
の
合
計
額
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
い

ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
の
合
計
額
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
連
結
子
法
人
等
の
最
終

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
連
結
子
法
人
等
の
最
終

指
定
親
会
社
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
又
は
負
債
の
部
に
新
株
予

指
定
親
会
社
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
又
は
負
債
の
部
に
新
株
予

約
権
若
し
く
は
少
数
株
主
持
分
又
は
負
債
と
し
て
計
上
さ
れ
る
部
分
の
額
（

約
権
若
し
く
は
少
数
株
主
持
分
又
は
負
債
と
し
て
計
上
さ
れ
る
部
分
の
額
（

当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下

当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

に
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
第
三
者
持
分
割
合
（
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株

に
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
第
三
者
持
分
割
合
（
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株

主
持
分
等
相
当
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
を
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

主
持
分
等
相
当
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
を
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て

１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て

得
た
額
以
下
の
額
か
ら
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

得
た
額
以
下
の
額
か
ら
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

イ

当
該
連
結
子
法
人
等
の
第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
に
相
当
す
る

イ

当
該
連
結
子
法
人
等
の
第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
（
当
該
連
結

額
に
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額

子
法
人
等
が
最
終
指
定
親
会
社
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
相
当

す
る
額
と
す
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

て
得
た
額

ロ

第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
の
う
ち
当
該
連
結
子
法
人
等
に
関
連

ロ

第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
の
う
ち
当
該
連
結
子
法
人
等
に
関
連

す
る
も
の
の
額
（
当
該
連
結
子
法
人
等
の
同
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額

す
る
も
の
の
額
（
当
該
連
結
子
法
人
等
の
同
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額

に
相
当
す
る
額
に
関
連
す
る
も
の
の
額
を
い
う
。
）
に
八
・
五
パ
ー
セ
ン

に
関
連
す
る
も
の
の
額
を
い
う
。
）
に
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

ト
を
乗
じ
て
得
た
額

た
額
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三

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
に
係
る
調
整
後
少
数
株

三

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
に
係
る
調
整
後
少
数
株

主
持
分
等
の
額
は
、
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主
持
分
等
相
当
総
自
己
資
本

主
持
分
等
の
額
は
、
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主
持
分
等
相
当
総
自
己
資
本

に
係
る
基
礎
項
目
の
額
（
連
結
子
法
人
等
の
単
体
総
自
己
資
本
に
係
る
基
礎

に
係
る
基
礎
項
目
の
額
（
連
結
子
法
人
等
の
単
体
総
自
己
資
本
に
係
る
基
礎

項
目
の
額
（
連
結
子
法
人
等
の
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の

項
目
の
額
（
連
結
子
法
人
等
の
単
体
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の

額
及
び
第
二
条
第
三
号
の
算
式
の
分
子
の
額
の
算
出
方
法
に
お
け
る
Ｔ
ｉ
ｅ

額
及
び
第
二
条
第
三
号
の
算
式
の
分
子
の
額
の
算
出
方
法
に
お
け
る
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
２
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
の
合
計
額
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
い

ｒ
２
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
の
合
計
額
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
連
結
子
法
人
等
の
最
終

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
連
結
子
法
人
等
の
最
終

指
定
親
会
社
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
又
は
負
債
の
部
に
新
株
予

指
定
親
会
社
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
又
は
負
債
の
部
に
新
株
予

約
権
若
し
く
は
少
数
株
主
持
分
又
は
負
債
と
し
て
計
上
さ
れ
る
部
分
の
額
（

約
権
若
し
く
は
少
数
株
主
持
分
又
は
負
債
と
し
て
計
上
さ
れ
る
部
分
の
額
（

当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下

当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

に
総
自
己
資
本
に
係
る
第
三
者
持
分
割
合
（
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主
持

に
総
自
己
資
本
に
係
る
第
三
者
持
分
割
合
（
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主
持

分
等
相
当
総
自
己
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
を
単
体
総
自
己
資
本
に
係
る

分
等
相
当
総
自
己
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
の
額
を
単
体
総
自
己
資
本
に
係
る

基
礎
項
目
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
以
下
の

基
礎
項
目
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
以
下
の

額
か
ら
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
額

額
か
ら
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
額

の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

イ

当
該
連
結
子
法
人
等
の
第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
に
相
当
す
る

イ

当
該
連
結
子
法
人
等
の
第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
（
当
該
連
結

額
に
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額

子
法
人
等
が
最
終
指
定
親
会
社
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
相
当

す
る
額
と
す
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

て
得
た
額

ロ

第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
の
う
ち
当
該
連
結
子
法
人
等
に
関
連

ロ

第
二
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額
の
う
ち
当
該
連
結
子
法
人
等
に
関
連

す
る
も
の
の
額
（
当
該
連
結
子
法
人
等
の
同
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額

す
る
も
の
の
額
（
当
該
連
結
子
法
人
等
の
同
条
各
号
の
算
式
の
分
母
の
額

に
相
当
す
る
額
に
関
連
す
る
も
の
の
額
を
い
う
。
）
に
十
・
五
パ
ー
セ
ン

に
関
連
す
る
も
の
の
額
を
い
う
。
）
に
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
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ト
を
乗
じ
て
得
た
額

た
額

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
五
条
第
二
項
第
三
号
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
前
条
第
二
項
第
二
号

６

第
五
条
第
二
項
第
三
号
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
前
条
第
二
項
第
二
号

に
掲
げ
る
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

に
掲
げ
る
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

一

第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
意
図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の
金
融
機

一

第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
意
図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の
金
融
機

関
等
の
普
通
株
式
の
額
は
、
最
終
指
定
親
会
社
等
が
金
融
機
関
若
し
く
は
こ

関
等
の
普
通
株
式
の
額
は
、
最
終
指
定
親
会
社
等
が
金
融
機
関
若
し
く
は
こ

れ
に
準
ず
る
外
国
の
者
又
は
金
融
業
、
保
険
業
そ
の
他
の
業
種
に
属
す
る
事

れ
に
準
ず
る
外
国
の
者
又
は
金
融
業
、
保
険
業
そ
の
他
の
業
種
に
属
す
る
事

業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
者
（
こ
れ
に
準
ず
る
外
国
の
者
を
含
み
、
金

業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
者
（
こ
れ
に
準
ず
る
外
国
の
者
を
含
み
、
金

融
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の

融
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の

者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
の
算
出
に
当
た
り
連
結

者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
の
算
出
に
当
た
り
連
結

の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
他
の
金
融
機
関
等

の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
他
の
金
融
機
関
等

」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
相
互
に
自
己
資
本
規
制
比
率
（
法
第
四
十
六
条
の

」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
相
互
に
自
己
資
本
規
制
比
率
若
し
く
は
こ
れ
と
類

六
に
規
定
す
る
自
己
資
本
規
制
比
率
を
い
う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
類
似
の

似
の
比
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
意
図
的
に
当
該
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象

比
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
意
図
的
に
当
該
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本

資
本
調
達
手
段
（
普
通
株
式
（
み
な
し
普
通
株
式
（
普
通
株
式
、
そ
の
他
Ｔ

調
達
手
段
（
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
、
普
通
株
式
に
相
当
す
る
も
の
（
み
な

ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
又
は
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
の
い
ず
れ
に
も

し
普
通
株
式
（
普
通
株
式
、
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
又
は
Ｔ
ｉ

該
当
し
な
い
資
本
調
達
手
段
（
規
制
金
融
機
関
の
資
本
調
達
手
段
に
あ
っ
て

ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
の
い
ず
れ
に
も
相
当
し
な
い
資
本
調
達
手
段
を
い
う

は
、
当
該
規
制
金
融
機
関
に
適
用
さ
れ
る
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め

。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資

の
基
準
又
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
に
お
い
て
第
二
条
第
三
号
の
算
式
に
お
け

本
調
達
手
段
に
相
当
す
る
も
の
又
は
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
に
相
当
す

る
総
自
己
資
本
の
額
に
相
当
す
る
も
の
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い

る
も
の
を
い
い
、
規
制
金
融
機
関
の
資
本
調
達
手
段
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規

う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１

制
金
融
機
関
に
適
用
さ
れ
る
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
又
は

資
本
調
達
手
段
又
は
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

こ
れ
と
類
似
の
基
準
に
お
い
て
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
の
算
式
の
分
子
の

び
第
十
条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
有
し
て
い
る
と
認
め
ら

額
を
構
成
す
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条

れ
、
か
つ
、
当
該
他
の
金
融
機
関
等
が
意
図
的
に
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
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第
二
項
第
一
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
か

の
普
通
株
式
、
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
又
は
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本

つ
、
当
該
他
の
金
融
機
関
等
が
意
図
的
に
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
の
普
通

調
達
手
段
を
保
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
最
終
指
定
親
会
社
等
又

株
式
、
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
又
は
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手

は
他
の
金
融
機
関
等
が
連
結
範
囲
外
の
法
人
等
に
対
す
る
投
資
そ
の
他
こ
れ

段
を
保
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
最
終
指
定
親
会
社
等
又
は
他
の

に
類
す
る
行
為
を
通
じ
て
実
質
的
に
保
有
し
て
い
る
場
合
に
相
当
す
る
と
認

金
融
機
関
等
が
連
結
範
囲
外
の
法
人
等
に
対
す
る
投
資
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
他

る
行
為
を
通
じ
て
実
質
的
に
保
有
し
て
い
る
場
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ

の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
意

る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
他
の
金
融

図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
」
と
い
う

機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
意
図
的
に

。
）
の
う
ち
普
通
株
式
に
該
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

保
有
し
て
い
る
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
普
通
株
式
に
相
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

二

第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
意
図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の
金
融
機

二

第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
意
図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の
金
融
機

関
等
の
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
の
額
は
、
意
図
的
に
保
有
し
て

関
等
の
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
の
額
は
、
意
図
的
に
保
有
し
て

い
る
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１

い
る
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１

資
本
調
達
手
段
に
相
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

資
本
調
達
手
段
に
該
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

三

前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
意
図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の
金
融
機
関

三

前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
意
図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の
金
融
機
関

等
の
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
の
額
は
、
意
図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の

等
の
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
の
額
は
、
意
図
的
に
保
有
し
て
い
る
他
の

金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
に

金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
に

相
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

該
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

７

第
五
条
第
二
項
第
四
号
、
第
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
前
条
第
二
項
第
三
号

７

第
五
条
第
二
項
第
四
号
、
第
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
前
条
第
二
項
第
三
号

に
掲
げ
る
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

に
掲
げ
る
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

一

第
五
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
普
通
株
式
の

一

第
五
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
普
通
株
式
の

額
は
、
少
数
出
資
調
整
対
象
額
（
少
数
出
資
金
融
機
関
等
（
最
終
指
定
親
会

額
は
、
少
数
出
資
調
整
対
象
額
（
少
数
出
資
金
融
機
関
等
（
最
終
指
定
親
会

社
等
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し

社
等
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
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て
い
な
い
他
の
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い

て
い
な
い
他
の
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
対
象
資
本
調
達
手
段
を
最
終
指
定
親
会
社
等
が
保
有
し
て
い

て
同
じ
。
）
の
対
象
資
本
調
達
手
段
を
最
終
指
定
親
会
社
等
が
保
有
し
て
い

る
場
合
（
連
結
範
囲
外
の
法
人
等
に
対
す
る
投
資
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行

る
場
合
（
連
結
範
囲
外
の
法
人
等
に
対
す
る
投
資
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行

為
を
通
じ
て
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
が
実
質
的
に
保
有
し
て
い
る
場
合
に

為
を
通
じ
て
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
が
実
質
的
に
保
有
し
て
い
る
場
合
に

相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
を
含
み
、
前
項

相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
を
含
み
、
前
項

各
号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
対
象
資
本
調
達
手
段
の
額
の
合
計

各
号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
対
象
資
本
調
達
手
段
の
額
の
合
計

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
少
数
出
資
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
合
計

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
少
数
出
資
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
合
計

額
」
と
い
う
。
）
か
ら
少
数
出
資
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
（
同
条
第

額
」
と
い
う
。
）
か
ら
少
数
出
資
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
（
同
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た

で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た

額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と

額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と

す
る
。
）
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
少
数
出
資
に

す
る
。
）
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
少
数
出
資
に

係
る
普
通
株
式
保
有
割
合
（
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段

係
る
普
通
株
式
保
有
割
合
（
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段

の
う
ち
普
通
株
式
に
相
当
す
る
も
の
の
額
を
少
数
出
資
に
係
る
対
象
資
本
調

の
う
ち
普
通
株
式
に
該
当
す
る
も
の
の
額
を
少
数
出
資
に
係
る
対
象
資
本
調

達
手
段
合
計
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

達
手
段
合
計
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。

。

二

第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
そ
の
他
Ｔ
ｉ

二

第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
そ
の
他
Ｔ
ｉ

ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
の
額
は
、
少
数
出
資
調
整
対
象
額
に
少
数
出
資
に
係

ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
の
額
は
、
少
数
出
資
調
整
対
象
額
に
少
数
出
資
に
係

る
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
保
有
割
合
（
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
対
象
資

る
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
保
有
割
合
（
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
対
象
資

本
調
達
手
段
の
う
ち
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
に
相
当
す
る
も
の

本
調
達
手
段
の
う
ち
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
に
該
当
す
る
も
の

の
額
を
少
数
出
資
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
合
計
額
で
除
し
て
得
た
割
合

の
額
を
少
数
出
資
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
合
計
額
で
除
し
て
得
た
割
合

を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

三

前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資

三

前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
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本
調
達
手
段
の
額
は
、
少
数
出
資
調
整
対
象
額
に
少
数
出
資
に
係
る
Ｔ
ｉ
ｅ

本
調
達
手
段
の
額
は
、
少
数
出
資
調
整
対
象
額
に
少
数
出
資
に
係
る
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
２
資
本
保
有
割
合
（
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う

ｒ
２
資
本
保
有
割
合
（
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う

ち
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
に
相
当
す
る
も
の
の
額
を
少
数
出
資
に
係
る

ち
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
に
該
当
す
る
も
の
の
額
を
少
数
出
資
に
係
る

対
象
資
本
調
達
手
段
合
計
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

対
象
資
本
調
達
手
段
合
計
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

た
額
と
す
る
。

８

第
六
条
第
二
項
第
四
号
及
び
前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
は
、
次
に
定

８

第
六
条
第
二
項
第
四
号
及
び
前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
は
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

一

第
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
そ
の
他
金
融
機
関
等
の
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ

一

第
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
そ
の
他
金
融
機
関
等
の
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
資
本
調
達
手
段
の
額
は
、
そ
の
他
金
融
機
関
等
（
次
に
掲
げ
る
者
を
い

ｒ
１
資
本
調
達
手
段
の
額
は
、
そ
の
他
金
融
機
関
等
（
次
に
掲
げ
る
者
又
は

う
。
）
の
対
象
資
本
調
達
手
段
を
最
終
指
定
親
会
社
等
が
保
有
し
て
い
る
場

こ
れ
に
準
ず
る
外
国
の
者
を
い
う
。
）
の
対
象
資
本
調
達
手
段
を
最
終
指
定

合
（
連
結
範
囲
外
の
法
人
等
に
対
す
る
投
資
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
を

親
会
社
等
が
保
有
し
て
い
る
場
合
（
連
結
範
囲
外
の
法
人
等
に
対
す
る
投
資

通
じ
て
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
が
実
質
的
に
保
有
し
て
い
る
場
合
に
相
当

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
を
通
じ
て
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
が
実
質
的

す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
を
含
み
、
第
六
項
各

に
保
有
し
て
い
る
場
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準

号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
対
象
資
本
調
達
手
段
（
以
下
こ
の
条

ず
る
場
合
を
含
み
、
第
六
項
各
号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
対
象

に
お
い
て
「
そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
」
と
い
う
。

資
本
調
達
手
段
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対

）
の
う
ち
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手
段
に
相
当
す
る
も
の
の
額
と
す

象
資
本
調
達
手
段
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
調
達
手

る
。

段
に
該
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
そ
の
他
金
融
機
関
等
の
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本

二

前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
そ
の
他
金
融
機
関
等
の
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本

調
達
手
段
の
額
は
、
そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う

調
達
手
段
の
額
は
、
そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う

ち
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
に
相
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

ち
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
調
達
手
段
に
該
当
す
る
も
の
の
額
と
す
る
。

９

第
五
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
超

９

第
五
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
超

過
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

過
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
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一

そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
普
通
株
式
に
相

一

そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
普
通
株
式
に
該

当
す
る
も
の
の
額
か
ら
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
（
第
五
条

当
す
る
も
の
の
額
か
ら
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
（
第
五
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

た
額
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
（
当

た
額
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
（
当

該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

二

モ
ー
ゲ
ー
ジ
・
サ
ー
ビ
シ
ン
グ
・
ラ
イ
ツ
に
係
る
無
形
固
定
資
産
の
額
か

二

無
形
固
定
資
産
（
モ
ー
ゲ
ー
ジ
・
サ
ー
ビ
シ
ン
グ
・
ラ
イ
ツ
に
係
る
も
の

ら
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零

に
限
る
。
）
の
額
か
ら
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を
控
除
し

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

第
五
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
特
定
項
目
に
係
る
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準

第
五
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
特
定
項
目
に
係
る
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準

10

10

超
過
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

超
過
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

特
定
項
目
に
係
る
調
整
対
象
額
（
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準

一

特
定
項
目
に
係
る
調
整
対
象
額
（
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準

対
象
額
（
特
定
項
目
（
そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
の

対
象
額
（
特
定
項
目
（
そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
の

う
ち
普
通
株
式
に
相
当
す
る
も
の
、
モ
ー
ゲ
ー
ジ
・
サ
ー
ビ
シ
ン
グ
・
ラ
イ

う
ち
普
通
株
式
に
該
当
す
る
も
の
、
無
形
固
定
資
産
（
モ
ー
ゲ
ー
ジ
・
サ
ー

ツ
に
係
る
無
形
固
定
資
産
及
び
繰
延
税
金
資
産
（
一
時
差
異
に
係
る
も
の
に

ビ
シ
ン
グ
・
ラ
イ
ツ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

繰
延
税
金
資
産
（
一
時
差
異
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
額
か
ら
第
五
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う

。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
か
ら
第
五
条
第
二
項

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
特
定
項
目
に
係
る
十
五
パ
ー
セ
ン

第
五
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

ト
基
準
額
（
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第

。
）
か
ら
特
定
項
目
に
係
る
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
（
同
条
第
一
項
各
号

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
及
び
特
定
項
目
の
額
の
合
計
額
を
控
除

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

し
た
額
に
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
、
こ
れ
を
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し

る
額
及
び
特
定
項
目
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を

て
得
た
額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

乗
じ
、
こ
れ
を
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
を
控
除



- -11

、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
そ

し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
次

の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
普
通
株
式
に
相
当
す

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
そ
の
他
金
融
機
関
等
に
係
る
対
象

る
も
の
の
額
か
ら
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
特
定
項
目
に

資
本
調
達
手
段
の
う
ち
普
通
株
式
に
該
当
す
る
も
の
の
額
か
ら
前
項
第
一
号

係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
対
象
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
対
象

額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二

特
定
項
目
に
係
る
調
整
対
象
額
に
、
モ
ー
ゲ
ー
ジ
・
サ
ー
ビ
シ
ン
グ
・
ラ

二

特
定
項
目
に
係
る
調
整
対
象
額
に
、
無
形
固
定
資
産
の
額
か
ら
前
項
第
二

イ
ツ
に
係
る
無
形
固
定
資
産
の
額
か
ら
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
対

た
額
を
特
定
項
目
に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
対
象
額
で
除
し
て
得
た
割
合

象
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

三

（
略
）

三

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

11

12

11

12

第
九
項
第
三
号
及
び
第
十
項
各
号
並
び
に
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ

第
九
項
第
三
号
及
び
第
十
項
第
三
号
並
び
に
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲

13

13

る
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
繰
延
税
金
資
産
の
額
及
び
こ
れ
に
関
連
す

げ
る
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
繰
延
税
金
資
産
の
額
及
び
こ
れ
に
関
連

る
繰
延
税
金
負
債
の
額
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
相
殺
さ
れ
た
額
を
除
く

す
る
繰
延
税
金
負
債
の
額
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
相
殺
さ
れ
た
額
を
除

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
繰

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

延
税
金
資
産
の
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
額
と
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
相
殺

繰
延
税
金
資
産
の
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
額
と
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
相

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

14

14

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
）

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
最
終
指
定
親
会
社
等

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
最
終
指
定
親
会
社
等
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に
お
け
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
に
係
る
資
産
（
証
券
化
取
引
を
目
的
と
し
て

に
お
け
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
に
係
る
資
産
（
証
券
化
取
引
を
目
的
と
し
て

保
有
し
て
い
る
資
産
並
び
に
第
二
百
四
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
百
四
十

保
有
し
て
い
る
資
産
並
び
に
第
二
百
四
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
百
四
十

八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
反
映
さ
れ
た

八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
反
映
さ
れ
た

取
引
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

取
引
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

自
己
保
有
資
本
調
達
手
段
、
対
象
資
本
調
達
手
段
、
無
形
固
定
資
産
（
の

六

自
己
保
有
資
本
調
達
手
段
、
対
象
資
本
調
達
手
段
、
無
形
固
定
資
産
（
の

れ
ん
相
当
差
額
を
含
む
。
）
、
繰
延
税
金
資
産
及
び
退
職
給
付
に
係
る
資
産

れ
ん
相
当
差
額
を
含
む
。
）
、
繰
延
税
金
資
産
及
び
前
払
年
金
費
用
の
う
ち

の
う
ち
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に

、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
普

よ
り
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
、
そ
の
他
Ｔ
ｉ

通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
、
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１

ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
又
は
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
に
係
る
調
整
項

資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
又
は
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
２
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額

目
の
額
と
さ
れ
た
も
の
の
額
に
相
当
す
る
部
分

と
さ
れ
た
も
の
の
額
に
相
当
す
る
部
分

七

（
略
）

七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

（
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
の
合
計
額
）

額
の
合
計
額
）

第
十
四
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

第
十
四
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
の
合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
六
節
に

額
の
合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
六
節
に

お
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
又
は
与
信
相
当
額
の
算
出
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い

お
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
又
は
与
信
相
当
額
の
算
出
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
同
節
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

る
場
合
に
は
、
同
節
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
五
章
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額

二

第
五
章
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
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を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
三
十
一
条

金
融
商
品
取
引
業
者
、
最
終
指
定
親
会
社
及
び
外
国
証
券
業
者
向

第
三
十
一
条

金
融
商
品
取
引
業
者
、
最
終
指
定
親
会
社
及
び
外
国
証
券
業
者
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
そ
の
金
融
商
品
取
引
業
者

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
そ
の
金
融
商
品
取
引
業
者

、
最
終
指
定
親
会
社
及
び
外
国
証
券
業
者
が
自
己
資
本
規
制
比
率
、
連
結
自
己

、
最
終
指
定
親
会
社
及
び
外
国
証
券
業
者
が
自
己
資
本
規
制
比
率
（
法
第
四
十

資
本
規
制
比
率
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基

六
条
の
六
に
規
定
す
る
自
己
資
本
規
制
比
率
を
い
う
。
）
、
連
結
自
己
資
本
規

準
又
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に

制
比
率
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
又
は

従
う
も
の
と
す
る
。

こ
れ
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
従
う
も

の
と
す
る
。

（
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
及
び
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生

（
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

支
援
機
構
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
四
十
二
条

第
二
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
株
式
会
社

第
四
十
二
条

第
二
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
株
式
会
社

企
業
再
生
支
援
機
構
（
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法

企
業
再
生
支
援
機
構
（
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
六
十
三
号
）
に
規
定
す
る
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
を
い
う
。
）
及

律
第
六
十
三
号
）
に
規
定
す
る
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
を
い
う
。
）
に

び
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク

よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
十
パ
ー
セ

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

ン
ト
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

（
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
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ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
方
法
の
特
例
）

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
方
法
の
特
例
）

第
百
十
五
条
の
二

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
清
算
参
加
者
と

第
百
十
五
条
の
二

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
清
算
参
加
者
と

し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス

し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参

加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
与
信
相
当
額
の

加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
与
信
相
当
額
の

算
出
に
第
四
十
九
条
に
定
め
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
い
な

算
出
に
第
四
十
九
条
に
定
め
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
い
な

い
場
合
に
は
、
当
該
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・

い
場
合
に
は
、
当
該
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・

ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
当
該
信
用
リ
ス
ク
・
ア

ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
当
該
信
用
リ
ス
ク
・
ア

セ
ッ
ト
の
額
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

セ
ッ
ト
の
額
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

×

（

1
0

）

×

（

1
0

）

R
W
A
*
R
W
A

Tm
/

R
W
A
*
R
W
A

Tm
/

√
√

＝
＝

は
こ

の
条

の
規

定
の

適
用

後
の

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ
ッ

ト
の

額
は

こ
の

条
の

規
定

の
適

用
後

の
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ
ト

の
額

R
W
A
*

R
W
A
*

、
、

は
第

一
節

か
ら

前
節

ま
で

の
規

定
に

よ
り

算
出

し
た

当
該

ト
レ

ド
は

第
一

節
か

ら
前

節
ま

で
の

規
定

に
よ

り
算

出
し

た
当

該
ト

レ
ド

R
W
A

R
W
A

、
ー

、
ー

・
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

に
係

る
信

用
リ

ス
ク

・
ア
セ
ッ

ト
の

額
・

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

に
係

る
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
ー

ー
ー

ー

は
第

四
十

九
条

第
七

項
の

定
め

に
従

い
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

ジ
ン

は
第

四
十
九

条
第

七
項
の

定
め

に
従

い
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

ジ
ン

Tm
Tm

、
ー

、
ー

期
間

こ
の

場
合

に
お

い
て

同
項

第
一

号
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

日々
期

間
こ

の
場

合
に

お
い

て
同

項
第

一
号

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
日々

の
。

、
、

。
、

、

の
値

洗
い

に
よ

り
担

保
額
が

調
整

さ
れ

る
ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
に

係
る

値
洗

い
に

よ
り

担
保

額
が

調
整
さ

れ
る

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ
ト

に
係

る
リ

ス

リ
ス

ク
の

マ
ジ

ン
期

間
は

五
営

業
日

と
す

る
こ
と

が
で

き
る

ク
の

マ
ジ

ン
期

間
は

五
営

業
日

と
す

る
こ

と
が
で

き
る

ー
。

ー
。

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
の
合
計
額
）

の
額
の
合
計
額
）

第
百
二
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

第
百
二
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
額
の
合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。

ッ
ト
の
額
の
合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
標
準
的
手
法
を
適
用
す
る
部
分

二

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
標
準
的
手
法
を
適
用
す
る
部
分

に
つ
き
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を

に
つ
き
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を

準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
標
準
的
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
標
準
的
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
額
の
合
計
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
標
準
的
手
法
採
用

ッ
ト
の
額
の
合
計
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
標
準
的
手
法
採
用

最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社

最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

第
五
章
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額

三

第
五
章
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額

を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額

四

（
略
）

四

（
略
）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
）

第
百
二
十
九
条

（
略
）

第
百
二
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
高
い
事
業

４

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
高
い
事
業

用
不
動
産
向
け
貸
付
け
を
除
く
特
定
貸
付
債
権
のP

D

の
推
計
に
つ
い
て
第
百
九

用
不
動
産
向
け
貸
付
け
を
除
く
特
定
貸
付
債
権
のP

D

の
推
計
に
つ
い
て
第
百
九

十
一
条
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

十
一
条
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
付
与
す
る
格
付
（
以
下
「

ず
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
付
与
す
る
格
付
（
以
下
「

内
部
格
付
」
と
い
う
。
）
を
次
の
表
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
対
応
し

内
部
格
付
」
と
い
う
。
）
を
次
の
表
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
対
応
し

た
ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
に
割
り
当
て
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

た
ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
に
割
り
当
て
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

額
（

を
い
う
。
）
に
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
を
信
用
リ

額
（

）
に
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
を
信
用
リ
ス
ク
・
ア

EA
D

EA
D

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
四
十
九

セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
四
十
九
号
ロ
た
だ

号
ロ
た
だ
し
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
業
用
不
動
産
向
け
貸
付
け
に
区
分

し
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
業
用
不
動
産
向
け
貸
付
け
に
区
分
さ
れ
た
も

さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
次
の
表
に
お
い
て
優
又
は
良
に
割
り
当
て
ら
れ
る
エ
ク

の
を
除
き
、
次
の
表
に
お
い
て
優
又
は
良
に
割
り
当
て
ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
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ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
満
期
ま
で
の
残
存
期
間
が
二
年
半
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
優

ャ
ー
の
満
期
ま
で
の
残
存
期
間
が
二
年
半
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
優
に
割
り
当

に
割
り
当
て
ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
良

て
ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
良
に
割
り
当

に
割
り
当
て
ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ

て
ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

６

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
高
い
事
業

６

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
高
い
事
業

用
不
動
産
向
け
貸
付
け
のP

D
の
推
計
に
つ
い
て
第
百
九
十
一
条
に
定
め
る
要
件

用
不
動
産
向
け
貸
付
け
のP

D

の
推
計
に
つ
い
て
第
百
九
十
一
条
に
定
め
る
要
件

を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
部
格
付
を
次
の

を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
部
格
付
を
次
の

表
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
対
応
し
た
ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ク
ラ
イ
テ

表
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
対
応
し
た
ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ク
ラ
イ
テ

リ
ア
に
割
り
当
て
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

を
い
う
。
）
に
当
該

リ
ア
に
割
り
当
て
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

）
に
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

EA
D

EA
D

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
を
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ

イ
ト
を
乗
じ
た
額
を
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
に
お
い
て
優
又
は
良
に
割
り
当
て
ら
れ
る
エ

た
だ
し
、
次
の
表
に
お
い
て
優
又
は
良
に
割
り
当
て
ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
満
期
ま
で
の
残
存
期
間
が
二
年
半
未
満
で
あ
る
場
合
は
、

ー
の
満
期
ま
で
の
残
存
期
間
が
二
年
半
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
優
に
割
り
当
て

優
に
割
り
当
て
ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
、

ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
良
に
割
り
当
て

良
に
割
り
当
て
ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

ら
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

（
ダ
ブ
ル
・
デ
フ
ォ
ル
ト
効
果
の
取
扱
い
）

（
ダ
ブ
ル
・
デ
フ
ォ
ル
ト
効
果
の
取
扱
い
）

第
百
三
十
一
条

（
略
）

第
百
三
十
一
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
追
加
的
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
追
加
的
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

保
証
人
又
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
が
、
第
四
十
条
若
し
く
は
第
四
十

三

保
証
人
又
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
が
、
第
三
十
条
若
し
く
は
第
三
十

一
条
に
掲
げ
る
主
体
又
は
保
険
会
社
若
し
く
は
外
国
保
険
業
者
（
保
険
業
法

一
条
に
掲
げ
る
主
体
又
は
保
険
会
社
若
し
く
は
外
国
保
険
業
者
（
保
険
業
法

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

ち
信
用
リ
ス
ク
の
削
減
を
目
的
と
す
る
保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ

ち
信
用
リ
ス
ク
の
削
減
を
目
的
と
す
る
保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
を
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

ィ
ブ
を
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
条
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
。

掲
げ
る
条
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
。

イ

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
若
し
く

イ

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
若
し
く

は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
適
格
格
付
機
関

は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
（
府
令
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と

に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
が
４
―
３
以
上

又
は
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク

で
あ
る
こ
と
。

区
分
が
４
―
３
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

EA
D

EA
D

第
百
三
十
四
条

（
略
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清

６

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清

算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係

算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係

る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト

る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト

レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

を
算
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

を
算
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

EA
D

EA
D

の
算
出
に
当
た
っ
て
第
四
十
九
条
に
定
め
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
算
出
に
当
た
っ
て
第
四
十
九
条
に
定
め
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

EA
D

EA
D
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EA
D

EA
D

方
式
を
用
い
て
い
な
い
と
き
に
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

方
式
を
用
い
て
い
な
い
と
き
に
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

（
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
次
の
掛
目
を
乗
じ
た

（
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
次
の
掛
け
目
を
乗
じ

額
を
当
該
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

た
額
を
当
該
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
D

EA
D

（
1
0

）

（

1
0

）

掛
目

√
掛

け
目

√
Tm
/

Tm
/

＝
＝

は
第

四
十

九
条

第
七

項
の

規
定

を
準

用
し

て
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

は
第

四
十

九
条

第
七

項
の

規
定

を
準

用
し

て
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

Tm
Tm

、
ー

、
ー

ジ
ン

期
間

こ
の

場
合

に
お

い
て

同
項

第
一

号
中

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ

ジ
ン

期
間

こ
の

場
合

に
お

い
て

同
項

第
一

号
中

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

。
、

「
。

、
「

ッ
ト

二
十

営
業

日
と
あ

り
及

び
ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
十

営
ト

二
十

営
業

日
と

あ
り

及
び

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
十

営
業

日
」

、
「

」
、

「

業
日

と
あ

る
の

は
ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ
ト

五
営

業
日

と
読

み
と

あ
る

の
は

ネ
ッ
テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
五
営

業
日

と
読

み
替

え
る

」
、
「

」
」

、
「

」

替
え

る
も

の
と

す
る

も
の

と
す

る
。

。

（
そ
の
他
資
産
等
の
取
扱
い
）

（
そ
の
他
資
産
等
の
取
扱
い
）

第
百
五
十
六
条

（
略
）

第
百
五
十
六
条

（
略
）

２

第
百
三
十
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
前
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
資
産
の

２

第
百
三
十
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
前
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
資
産
の

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
各
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

を

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
各
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

）

EA
D

EA
D

い
う
。
）
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

（
重
要
な
出
資
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
重
要
な
出
資
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
百
五
十
六
条
の
二

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
百
二
十
九

第
百
五
十
六
条
の
二

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
百
二
十
九

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
出
資
の
う
ち
重
要
な
出
資
に

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
出
資
の
う
ち
重
要
な
出
資
に

係
る
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を
上
回
る
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

係
る
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を
上
回
る
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

EA
D

EA
D

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

を
い
う
。
）
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額

）
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
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と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
出
資
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
出
資
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
額
に
対
応
す
る
部
分
以

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
額
に
対
応
す
る
部
分
以

外
の
部
分
の
額
の
合
計
額
が
重
要
な
出
資
に
係
る
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を

外
の
部
分
の
額
の
合
計
額
が
重
要
な
出
資
に
係
る
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を

上
回
る
と
き
は
、
そ
の
上
回
る
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

上
回
る
と
き
は
、
そ
の
上
回
る
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

を
い
う
。

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

）
に
千
二

EA
D

EA
D

）
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

（
特
定
項
目
の
う
ち
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

（
特
定
項
目
の
う
ち
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
）

ャ
ー
）

第
百
五
十
六
条
の
三

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
百
二
十
九

第
百
五
十
六
条
の
三

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
百
二
十
九

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
項
目
の
う
ち
第
二
条
第
一
号

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
項
目
の
う
ち
第
二
条
第
一
号

の
算
式
に
お
け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
に
算

の
算
式
に
お
け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
に
算

入
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

入
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

を
い
う
。
）
に
二
百
五

ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

）
に
二
百
五
十
パ
ー
セ

EA
D

EA
D

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

（
標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
二
百
四
十
八
条
の
三

標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
Ｃ
Ｖ
Ａ

第
二
百
四
十
八
条
の
三

標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
Ｃ
Ｖ
Ａ

リ
ス
ク
相
当
額
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
額(

K
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
額(

K

)

と
す
る
。

)
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
算
式
略
）

（
算
式
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）
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EA
D

EA
D

７

第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の

７

第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の

（
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け

（
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け

i total
i total

ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る

生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定

も
の
に
限
る
。
）
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定

EA
E

め
る
額
に
次
の
掛
目
を
乗
じ
た
額
を
、
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の

め
る
額
に
次
の
掛
け
目
を
乗
じ
た
額
を
、
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

D
A
D

i total
i total

（

1
0

）

（

1
0

）

掛
目

√
掛

け
目

√
Tm
/

Tm
/

＝
＝

は
第

四
十

九
条

第
七

項
の

規
定

を
準

用
し

て
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

は
第

四
十
九

条
第

七
項
の

規
定

を
準

用
し

て
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

Tm
Tm

、
ー

、
ー

ジ
ン

期
間

こ
の

場
合

に
お

い
て

同
項

第
一

号
中

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ

ジ
ン

期
間

こ
の

場
合

に
お

い
て

同
項

第
一

号
中

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

「

「

。
、

。
、

ッ
ト

二
十

営
業

日
と
あ

り
及

び
ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
十

営
ト

二
十

営
業

日
と

あ
り

及
び

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
十

営
業

日

」

「

」

「

、
、

業
日

と
あ

る
の

は
ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ
ト

五
営

業
日

と
読

み
と

あ
る

の
は

ネ
ッ
テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
五

営
業

日
と

読
み
替

え
る

」

「

」

」

「

」

、
、

替
え

る
も

の
と

す
る

も
の

と
す

る
。

。

（
先
進
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
先
進
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
二
百
四
十
八
条
の
四

先
進
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
Ｃ
Ｖ
Ａ

第
二
百
四
十
八
条
の
四

先
進
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
Ｃ
Ｖ
Ａ

リ
ス
ク
相
当
額
は
、
第
二
百
五
十
条
の
承
認
を
受
け
て
用
い
る
内
部
モ
デ
ル
に

リ
ス
ク
相
当
額
は
、
第
二
百
五
十
条
の
承
認
を
受
け
て
用
い
る
内
部
モ
デ
ル
に

基
づ
き
算
出
し
た
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

基
づ
き
算
出
し
た
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）
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2
1

第 二 百 四 十 八 条 の 八 （ 略 ） 第 二 百 四 十 八 条 の 八 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

一 所 要 自 己 資 本 額 （ ） は 次 の 算 式 を 用 い て 算 出 す る 。 一 所 要 自 己 資 本 額 （ ） は 次 の 算 式 を 用 い て 算 出 す る 。K KCM CM
【 算 式 ① を 挿 入 】 【 算 式 ① を 挿 入 】

は当該適格中央清算機関に係るみなし所要自己資本額第 は当該適格中央清算機関に係るみなし所要自己資本額第K* K*CM CM、 （ 、 （

八号及び第九号において同じ 八号及び第九号において同じ。） 。）

は当該適格中央清算機関に係る直接清算参加者の数第八号 は当該適格中央清算機関に係る直接清算参加者の数第八号N N、 （ 、 （

及び第九号において同じ 及び第九号において同じ。） 。）

は当該適格中央清算機関に最終指定親会社が拠出した清算基 は当該適格中央清算機関に最終指定親会社が拠出した清算基DF DF、 、

金の額 金の額

は当該適格中央清算機関が有する資本その他これに類する は当該適格中央清算機関が有する資本その他これに類するDF DFCCP CCP、 、

ものであって直接清算参加者の債務不履行により中央清算機関ものであって直接清算参加者の債務不履行により中央清算機関に、 、

に生ずる損失を清算基金債務不履行参加者の清算基金を除く生ずる損失を清算基金債務不履行参加者の清算基金を除くに（ （ ）。 。

に先立ち負担するものの額 先立ち負担するものの額）

は当該適格中央清算機関が有する直接清算参加者ｉに対 は当該適格中央清算機関が有する直接清算参加者ｉに対EBRM EBRMi i、 、

するエクスポジャの額に当該直接清算参加者が拠出した当初するエクスポジャの額に当該直接清算参加者が拠出した当初証ー ー ー ー

証拠金の額を加えた額 拠金の額を加えた額

は直接清算参加者が拠出した当初証拠金第九号において は直接清算参加者が拠出した当初証拠金第九号においてIM IMi ii i、 （ 、 （

同じ 同じ。） 。）

は直接清算参加者が拠出した清算基金 は直接清算参加者が拠出した清算基金DF i DF ii i、 、

は直接清算参加者に対する の額第八号及び第九 は直接清算参加者に対する の額第八号及び第九A i EBRM A i EBRMNet,i i Net,i i、 （ 、 （

号において同じ 号において同じ。） 。）

は当該適格中央清算機関が有する各直接清算参加者に対す は当該適格中央清算機関が有する各直接清算参加者に対すA ANet,1 Net,1、 、
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る
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
額

の
う

ち
最

大
の

額
第

八
号

及
び

第
九

号
に

お
る

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
額

の
う

ち
最

大
の

額
第

八
号

及
び

第
九

号
に

お
い

ー
ー

（
ー

ー
（

い
て

同
じ

て
同

じ
。
）

。
）

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
が

有
す

る
各

直
接

清
算

参
加

者
に

対
す

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
が

有
す

る
各

直
接

清
算

参
加

者
に

対
す

A
A

N
et,2

N
et,2

、
、

る
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
額

の
う

ち
二

番
目

に
大

き
い

額
第

八
号

及
び

第
る

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
額

の
う

ち
二

番
目

に
大

き
い

額
第

八
号

及
び

第
九

ー
ー

（
ー

ー
（

九
号

に
お

い
て

同
じ

号
に

お
い

て
同

じ
。
）

。
）

Σ
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

が
有

す
る

各
直

接
清

算
参

加
者

に
対

Σ
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

が
有

す
る

各
直

接
清

算
参

加
者

に
対

A
A

N
et,i

N
et,i

、
、

i
i

す
る

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
額

の
合

計
額

第
八
号

及
び

第
九

号
に

お
い

て
す

る
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
額
の

合
計

額
第

八
号

及
び

第
九

号
に

お
い

て
ー

ー
（

ー
ー

（

同
じ

同
じ

。
）

。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
ネ
ッ
ト
の
ア
ド

四

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
ネ
ッ
ト
の
ア
ド

オ
ン
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
を
用
い
る
。

オ
ン
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
を
用
い
る
。

【
算
式
②
を
挿
入
】

【
算
式
②
を
挿
入
】

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

七

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
当
該
区
分

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
当
該
区
分

ご
と
に
算
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

が
当
該

ご
と
に
算
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

が
当
該

D
F

D
F

CCP
CCP

CCP
CCP

区
分
ご
と
に
分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
の

区
分
ご
と
に
分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
当
該
区
分
ご
と
の

D
F

D
F

は

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

は

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

Σ
Σ

A
A

N
et,i

N
et,i

i
i

八

第
一
号
に
お
い
て
、
各
直
接
清
算
参
加
者
が
拠
出
し
た
清
算
基
金
の
額
の

八

第
一
号
に
お
い
て
、
各
直
接
清
算
参
加
者
が
拠
出
し
た
清
算
基
金
の
額
の

合
計
額
（

）
が
零
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
所

合
計
額
（

）
が
零
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
所

D
F

D
F

CM
CM

要
自
己
資
本
額
（

）
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

要
自
己
資
本
額
（

）
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

K
K

CM
CM

【
算
式
③
を
挿
入
】

【
算
式
③
を
挿
入
】

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
に

対
す

る
最

終
指

定
親

会
社

の
未

拠
出

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
に

対
す
る

最
終

指
定

親
会

社
の

未
拠

出
の

D
F*

D
F*

、
、
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の
清
算
基
金
の
額

清
算
基
金
の
額

は
直
接
清
算
参
加
者
の
未
拠
出
の
清
算
基
金
の
額

は
直
接
清
算
参
加
者
の
未
拠
出
の
清
算
基
金
の
額

D
F*

D
F*

i
i

i
i

、
、

九

前
号
に
お
い
て
、
各
直
接
清
算
参
加
者
の
未
拠
出
の
清
算
基
金
の
額
の
合

九

前
号
に
お
い
て
、
各
直
接
清
算
参
加
者
の
未
拠
出
の
清
算
基
金
の
額
の
合

計
額
が
零
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
所
要
自
己
資
本
額

計
額
が
零
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
所
要
自
己
資
本
額

（

）
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

（

）
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

K
K

CM
CM

【
算
式
④
を
挿
入
】

【
算
式
④
を
挿
入
】

は
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
最
終
指
定
親
会
社
が
拠
出
し
た
当
初

は
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
最
終
指
定
親
会
社
が
拠
出
し
た
当
初
証

IM
IM

、
、

証
拠
金
の
額

拠
金
の
額

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
「
簡
便
的
手
法
」
と
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
信
用

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
「
簡
便
的
手
法
」
と
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
手
法
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
手
法
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

【
算
式
⑤
を
挿
入
】

【
算
式
⑤
を
挿
入
】

は
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ

ド
・
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

は
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ

ド
・
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

TE
TE

、
ー

ー
、

ー
ー

の
額

の
額

ー
ー

は
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
最
終
指
定
親
会
社
が
拠
出
し
た
清
算
基

は
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
最
終
指
定
親
会
社
が
拠
出
し
た
清
算
基

D
F

D
F

、
、

金
の
額

金
の
額

第
七
節

特
定
項
目
の
う
ち
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る

（
新
設
）

特
例

（
特
定
項
目
の
う
ち
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
特
例
）

第
二
百
八
十
条
の
十
四

第
百
五
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス

（
新
設
）
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ク
相
当
額
を
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
中
「
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
、
第
百
二
十
九
条
か
ら
前
条
ま

で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
あ
る
の
は
「
前
六
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」

と
、
「
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
マ
ー
ケ
ッ

ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
」
と
、
「
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（

を
い

EA
D

う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
部
分
の
額
」
と
、
「
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」

と
あ
る
の
は
「
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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二

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
二
十
四
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
九
号
）

改

正

後

現

行

附

則

附

則

（
適
用
日
前
に
お
け
る
金
融
庁
長
官
の
承
認
に
係
る
経
過
措
置
）

第
九
条

新
告
示
第
八
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
承
認
に
つ
い
て

（
新
設
）

は
、
適
用
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
承
認
の
効
力
は
、
適
用
日
か
ら
生
ず
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終

指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、

第
四
十
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
百
二
十
八
条
第
三
号
、
第
二
百
四
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
百
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定

並
び
に
第
二
条
中
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
附
則
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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2
7

【 算 式 ① 】
A A N DFNet Net, ,1 2＋

CM CMK K*= 1 ＋ ・ ・ ・Net i CMΣ －A N DF, 2
i

100 ・1.2 ・( ) ＋100 ・ ( )% %K DF' DF' if DF' KCCP CM CCP－ ＜ ⅰ

100 ・( ) ＋ ・( ) ( )K* K DF c DF' K if DF K DF'CM CCP CCP CCP CCP CCP= % － － ＜ ⅱ1 ≦
・ ( )c DF' if K DF1 CM CCP CCP≦ ⅲ

= % %K max EBRM IM DFCCP i i iΣ －－( 0) ・20 ・8,
i

CM iDF DF=Σ
i

DF' DF DF / NCM CM CM= －2 ・

CCP CMDF' DF DF'= ＋

%1.6= ; %c Max1 0.160.3( )DF' K/ CCP
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2
8

【 算 式 ② 】
ネット再構築コスト

ネットのアドオン グロスのアドオン グロスのアドオン= 0.15 × ＋0.85 × ×グロス再構築コスト

【 算 式 ③ 】

*A A N DFNet Net, ,1 2＋

CM CMK K*= 1 ＋ ・ ・ ・Net i iΣ － ΣA N DF, 2 *
i i

【 算 式 ④ 】

A A N IMNet Net, ,1 2＋

CM CMK K*= 1 ＋ ・ ・ ・Net i iΣ － ΣA N IM, 2
i i

【 算 式 ⑤ 】

Min TE DF TE(2 ・ ＋1250 ・ ),20 ・% % %


